
 

裁判外の紛争解決手続の健全な発展 
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裁  判  所  の  機  能  充  実 

行 政 機 関 に よ る 紛 争 解 決 の 機 能 充 実 

民
間
の
創
意
工
夫
の
下
で
、
多
様
な
民
間
Ａ
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国
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の
理
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の
向
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安
心
し
て
質
の
高
い
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
利
用
で
き
る
環
境

ＡＤＲの基本理念等 

① 国民に選択の目安を

提供 

② 専門家を「主宰者」

として活用 

③ 手続の実効性確保 

   （法的効果付与） 

↑ 

任意の認証制度の導入 

○ 隣接法律専門職種を

「代理人」として活用 

民間による紛争解決の機能充実 

＜ＡＤＲ法案＞ 

＜個別法改正＞ 

＋

○ＡＤＲの特長を活かすサー

ビス提供（専門家の活用等）

に制約 

○訴訟手続との制度的連携（時

効の中断等）が未整備 

↓ 

○乏しい利用のメリット 

【法制整備（イメージ）】 【現     状】 

低
調
な
利
用     

国
民
に
未
定
着 

○ＡＤＲ機関の個別情報不足 

↓ 

○利用に際しての不安感 

○国民の間に、民間ＡＤＲの存

在や意義についての認識・理

解が不十分 

様々な取組みが行われてきてい

るものの、現状では、なお以下の

点が課題 
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